
令和 2 年 9 月 18 日 

松浦市文化会館 

 

松浦市文化会館における施設利用条件の変更について 

 

 令和 2 年 9 月 11 日に、国によってイベント開催制限の段階的緩和の目安が示されたた

め、これに合わせて利用条件を下記のとおりとする。 

 

1. 適用期間 

令和 2 年 9 月 19 日（土）～当面の間（国が示す「催物開催の目安」の内容に変更がある

までの期間） 

 

2. 収容率の目安 

パターン 1（大声での歓声、声援等がないことを前提としうる場合） 

〇次の全てを満たす場合に限り、収容率の上限を１００％とする。 

  ・これまでの当該イベントの出演者等による類似のイベントの開催実績において、参加

者が歓声、声援等を発し、又は歌唱する等の実態がみられていないこと（開催実績が

ない場合、類似の 出演者によるこれまでのイベントに照らし、観客が歓声、声援等を

発し、又は歌唱することが見込まれないこと）。 

  ・これまでの開催実績を踏まえ、マスクの着用を含め、個別の参加者に対して感染防止

対策（別紙 1 及び別紙 2）の徹底が行われること。 

  ・発声する演者と観客間の距離が適切に保たれていること。 

〇最大利用人数は、来場者だけでなく、主催者側の人数も含める。 

〇最大利用人数は、同時に利用する人数とする。 

 

パターン 2（大声での歓声、声援等が想定される場合等） 

 〇収容可能人数の 50％（別紙 3） 

 〇最大利用人数は、来場者だけでなく、主催者側の人数も含める。 

 〇最大利用人数は、同時に利用する人数とする。 

   

   

皆様には大変ご面倒をおかけいたしますが、感染拡大防止の趣旨をご理解いただき、安全・

安心なご利用に引き続きご協力ください。 

 また、上記利用条件等は対象期間中であっても、新型コロナウイルス感染症の拡大状況に

よって変更する場合がございますのでご了承ください。 

 



（別紙 1） 

 

収容率及び人数上限の緩和を適用する場合の条件 

 

• 消毒の徹底（感染リスクの拡散防止） 

• マスク着用の担保（感染リスクの拡散防止）  

マスクを持参していない者がいた場合は主催者側でマスクを配布し、着用率

100%を担保  

• 参加者及び出演者の制限（感染リスクの拡散防止）  

有症状者の出演・入場を確実に防止する措置の徹底（検温の実施、有症状の出演

者は出演・練習を控えること、 主催者が払い戻しの措置等を規定しておくこと

等）  

• 参加者の把握（感染リスクの拡散防止）  

事前予約時又は入場時に連絡先を確実に把握することや、接触確認アプリ

（COCOA）や各地域の通知サービスの ダウンロード促進等の具体的措置を講じ

ること（例：アプリの QR コードを入口に掲示すること等）  

• 大声を出さないことの担保（大声の抑止）  

大声を出す者がいた場合、個別に注意、対応等ができるよう体制を整備（人員を

配置する等） スポーツイベント等では、ラッパ等の鳴り物を禁止し、個別に注

意、対応等ができるよう体制を整備  

• 密集の回避（イベントの入退場や休憩時間における三密の抑止）  

入退場列や休憩時間の密集を回避する措置（人員の配置、導線の確保等）や十分

な換気 休憩時間中及びイベント前後の食事等での感染防止 入場口・トイレ・売

店等の密集が回避できない場合はそのキャパシティに応じ、目安の人数上限等を

下回る制限の実施  

• 演者・観客間の接触・飛沫感染リスクの排除  

演者・選手等と観客が催物前後・休憩時間等に接触しないよう確実な措置を講じ

るとともに、接触が防止できない おそれがあるイベントについては開催を見合わ

せること  

• 催物前後の行動管理（交通機関、イベント後の打ち上げ等における三密の抑止） 

公共交通機関・飲食店等での密集を回避するために、交通機関・飲食店等の分散

利用を 注意喚起、可能な限り、予約システム等の活用により分散利用を促進 

 

 

 

 



（別紙 2） 

感染防止のチェックリスト 

 

（１）徹底した感染防止等（収容率 100％で開催するための前提）         

□① マスク着用の担保 ・マスク着用状況が確認でき、個別に注意等ができるもの  

＊マスクを持参していない者がいた場合は主催者側で配布  

□② 大声を出さないことの担保 ・大声を出す者がいた場合、個別に注意等ができ

るもの  

＊隣席の者との日常会話程度は可（マスクの着用が前提） ＊演者が歌唱等を行う

場合、舞台から観客まで一定の距離を確保（最低 2m）  

 

（２）基本的な感染防止等 

□③ ①～②の奨励 ・①～②は、イベントの性質に応じて可能な限り実行（ガイド

ラインで定める） 

□④ 手洗 ・こまめな手洗の奨励 

□⑤ 消毒 ・主催者側による施設内のこまめな消毒、消毒液の設置、手指消毒 

□⑥ 換気 ・法令を遵守した空調設備の設置、こまめな換気 

□⑦ 密集の回避 ・入退場時の密集回避（時間差入退場等）、待合場所等の密集回避 

□⑧ 飲食の制限 ・飲食用に感染防止策を行ったエリア以外での飲食の制限 ・休憩

時間中及びイベント前後の食事等による感染防止の徹底 

□⑨ 参加者の制限 ・入場時の検温、入場を断った際の払い戻し措置 

□⑩ 参加者の把握 ・可能な限り事前予約制、あるいは入場時に連絡先の把握 ・接

触確認アプリ（COCOA）や各地域の通知サービスの奨励  

□⑪ 催物前後の行動管理 ・イベント前後の感染防止の注意喚起 

 

（３）イベント開催の共通の前提 

□⑫ 入退場やエリア内の行動管理・広域的なこと等により、入退場や区域内の行動

管理ができないものは開催を慎重に 検討 ＊来場者の区画を限定、管理した花

火大会などは可 

□⑬ 地域の感染状況に応じた対応・大規模イベントは、事前に収容率制限等も含め

て都道府県と相談 ・地域の感染状況の変化があった場合は柔軟に対応 

 

 

 

 

 



（別紙 3） 

 

利用可能人数

9/19～当面の間

ゆめホール 505人 252人

ゆめホール（ステージ上）

反響板あり

33人

（上記人数には含みません）

ゆめホール（ステージ上）

反響板なし

56人

（同上）

ふれあいホール 1,499人 749人

ふれあいホール（ステージ上）
40人

（上記人数には含みません）

リハーサル室 91㎡ 22人

小ホール（AorBorC） 65㎡ 16人

小ホール（ABorACorBC） 130㎡ 32人

小ホール（A~C一体利用） 195㎡ 48人

ゆめホール楽屋1 18.4㎡ 4人

ゆめホール楽屋2 4.8㎡ 1人

ゆめホール楽屋（3or4） 27.2㎡ 6人

ゆめホール楽屋（3～4一体利用） 54.4㎡ 13人

ゆめホール主催者事務室 13.2㎡ 3人

ゆめホール楽屋事務室 11.1㎡ 2人

ふれあいホール楽屋1 13.2㎡ 3人

ふれあいホール楽屋2 12.2㎡ 3人

ふれあいホール楽屋3 12.6㎡ 3人

ふれあいホール楽屋（2～3一体利用） 24.8㎡ 6人

ふれあいホール主催者事務室 12.9㎡ 3人

部屋名 定員（人）または㎡


